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計画投資省は、2024年 6月 21日、企業登録に関する政令案（本政令案）を政府首相に提案し、同日からパブリ

ックコメントが募集されている。本政令案が制定・施行されると、2021年 1月 4日付政令第 01/2021/ND-CP（01

号政令）は効力を失うが、正式に制定・施行されるまでには規定の内容が変更されることが想定されるので、ご留

意いただきたい。 

現行の 01号政令と本政令案との主な変更点は以下の通りである。 

 

1. 経営世帯登録に関する規定の廃止 

本政令案は、01号政令のうち、経営世帯および経営世帯登録に関する規定を全て廃止した。 

 

2. 企業登録手続の実施における個人識別番号の使用に関する規定の補足 

本政令案では、企業登録手続を自ら行う者、あるいは、企業登録手続書類に自己の個人データが記載されてい

る者は、企業登録書類に、企業登録のため、本人および個人情報の申告を希望する個人の氏名、生年月日、個人識

別番号を申告することを新たに規定している。1 

 

3. 企業の支店・駐在事務所・経営拠点の法的状態 

01 号政令は、国家企業登録データベースに掲載する企業の法的状態として、▽経営一時停止、▽登録した住所

での経営活動がない、▽租税管理に関する強制措置により企業登録証明書が回収された、▽解散、消滅分割、新設

合併、吸収合併の手続中である、▽破産手続中である、▽解散、破産手続終了済み、存在終了、▽活動中の７種の

区分を定めている。2 

本政令案では、新たに、企業の支店・駐在事務所・経営拠点の法的状態を国家企業登録データベースに掲載する

こととし、その区分として、▽経営一時停止、▽登録した住所での経営活動がない、▽租税管理に関する強制措置

 
1
 本政令案第 11条 

2
 01号政令第 41条 

 

LEGAL UPDATE 

2024 年 9 月 

 

企業登録に関する政令案 

 



 

 

 

Disclaimer: The Vietnam offices of TMI Associates presents this legal update only for the purpose of providing clients with an update of the recent legal changes in 

Vietnam instead of providing any legal advice or legal opinion on the same. Consequently, this legal update should not be used as legal advice for any matters in any 

cases for whatsoever reasons. Moreover, this legal update is drafted in compliance with the legal document(s) as mentioned herein at the date subscribed above, so 

such legal document(s) may be amended, supplemented, replaced or abolished at the time of this legal update being read. Accordingly, it is strongly recommended to 

contact us for an official confirmation on the validity of the legal document(s) in question. 

により企業登録証明書が回収された、▽活動終了手続中、▽活動終了、▽活動中、を規定した。3 

 

4. 金融機関の企業登録に関する規定の廃止 

本政令案は、01 号政令が規定している金融機関、外国銀行支店、外国信用機関の代表事務所、銀行業務を行う

その他の外国組織に適用される登録のための書類および手続に関する規定を廃止した。4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご質問は下記まで： 

[ ホーチミンオフィス ] 

岡田 英之 Hideyuki Okada/小林 亮 Ryo Kobayashi/Nguyen Thi Hong Phuc/ Dao Thi Lan Anh/Bui Viet Anh/Nguyen 

Duc Tai 

Tel: +84-28-6299-0666 

Email:  hochiminh@tmi.gr.jp  

 

[ ハノイオフィス ] 

岡田 英之 Hideyuki Okada/小幡 葉子 Yoko Obata/Le Phuong Lan/Nguyen Thu Huyen/Le Duc Son 

Tel: +84-24-3826-3826 

Email: hanoi@tmi.gr.jp   

 
3
 本政令案第 32条 

4
 本政令案第 24, 25条 


